
平成30年 11月１日                大   津   市   公   報                   第２２６１号 1 

 

 

 
平 成 30 年  11  月  １  日 

第 ２ ２ ６ １ 号 

発行所  大 津 市 役 所  
発行人  大 津 市 
毎月1日､15日(休日の場合は翌日)発行 

目              次 

○ 規 則 

81 大津市職員身元保証規則を廃止する規則……………………………………………………………………１ 

○ 告 示 

262 昭和39年告示第８号（指定金融機関等について）の一部改正……………………………………………１ 

263 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定障害福祉サービス 

事業者の指定について……………………………………………………………………………………………２ 

264 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定障害福祉サービス 

事業者の廃止の届出について……………………………………………………………………………………２ 

265 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定自立支援医療機関 

の指定の更新について……………………………………………………………………………………………２ 

○ 公 告 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告………………………………………………………２ 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告………………………………………………………３ 

道路位置指定公告………………………………………………………………………………………………３ 

○ 教 育 委 員 会 規 則 

16 大津市教育委員会会議規則の一部を改正する規則…………………………………………………………４ 

○ 企 業 局 告 示 

13 昭和53年企業局告示第１号（大津市企業局の業務に係る公金の出納取扱金融機関及び収納取 

扱金融機関の指定について）の一部改正………………………………………………………………………４ 

大津市職員身元保証規則を廃止する規則を公布する。 

  平成30年11月１日 

大津市長  越    直  美 

大津市規則第81号 

  大津市職員身元保証規則を廃止する規則 

大津市職員身元保証規則（昭和38年規則第36号）は、廃止する。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

告 示 

 

大津市告示第262号  

 昭和39年告示第８号（指定金融機関等について）の一部を次のように改正し、平成30年11月12日から適用する。 

  平成30年11月１日 

大津市長  越    直  美 

第３号中「株式会社ゆうちょ銀行。ただし、本市が指定する様式による収納（市県民税に係る特別徴収による

収納は除く。）については、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県及び和歌山県に所在する店舗（同社が銀 

行代理店契約を締結した日本郵便株式会社の営業所を含む。）においてのみ取り扱わせる。」を 
「株式会社ゆう 

 滋賀中央信用  

ちょ銀行。 

金庫 

ただし、本市が指定する様式による収納（市県民税に係る特別徴収による収納を除く。）については、 

 

大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県及び和歌山県に所在する店舗（同社が銀行代理店契約を締結した日本 

 

規 則 

 

市 章 
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公 告 

 

郵便株式会社の営業所を含む。）においてのみ取り扱わせる。 

                            」
に改める。 

 

 

大津市告示第263号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定

障害福祉サービス事業者として、次のものを指定した。 

  平成30年11月１日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 
設置者の名称 

主たる事務所

の 所 在 地 

障害福祉 

サービス

の 種 類 

指 定 

年月日 
事業所番号 

くれおカレッ

ジ 

大津市一里山一

丁目８番29号一

里山中央ビル

501号室 

社会福祉法人共生シ

ンフォニー 

大津市大将軍二

丁目31番５号 

就労定着

支援 

平成30年

11月１日 

2510101765 

 

 

大津市告示第264号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定

障害福祉サービス事業者として指定したもののうち、次のものから廃止の届出があった。 

  平成30年11月１日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 
設置者の名称 

主たる事務所

の 所 在 地 

障害福祉 

サービス

の 種 類 

廃 止 

年月日 
事業所番号 

さくらケアセ

ンター 

大津市湖城が丘

44番18号 

有限会社さくらケア

センター 

大津市湖城が丘

44番18号 

重度訪問

介護 

平成30年

10月31日 

2510100189 

 

 

 

大津市告示第265号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定

に基づき、次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。   

  平成30年11月１日 

大津市長  越    直  美 

名  称 所 在 地 自立支援医療の種類 医療の種類 更新年月日 

すこやか薬局浜大津 大津市長等二丁目10番21

号 

育成医療及び更生医療 薬局 平成30年11月1日 

 
 
 
 
 
 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成30年10月12日 

大津市長  越    直  美 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 
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大津市滋賀里四丁目６番32号 

 村上 良章 

開発区域 

大津市滋賀里四丁目字流103

番１、104番及び105番１ 

開発行為に関する工事の区域 

大津市滋賀里四丁目字流

103番２、同番５、同番６

及び105番３の一部並びに

同町字下石田229番の一部

並びに上記地先大津市道 

開発区域 

1,726.12㎡ 

開発行為に関する

工事の区域 

450.27㎡ 

平成30年

10月11日 

第1433号 

（平成30年10月12日掲示済） 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成30年10月18日 

大津市長  越    直  美 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

守山市梅田町15番９号 

橋本不動産株式会社  

代表取締役 橋本 達雄 

開発区域 

大津市杉浦町字別保925番

１、926番、929番１、同番

２、同番３、930番４、同番

５、931番１の一部、同番

５、936番、937番１、同番 

２、同番３、同番４、同番

５、938番１及び同番３並び

に別保三丁目字別保925番７

の一部並びに上記地先大津

市法定外道路及び普通河川

等 

開発行為に関する工事の区域 

大津市杉浦町字別保920番５

の一部、932番４の一部、同

番６の一部、同番７の一部

及び957番１の一部並びに別

保三丁目字別保925番７の一

部並びに上記地先一級河川

兵田川、大津市道及び大津

市法定外道路 

開発区域 

4,365.11㎡ 

開発行為に関する

工事の区域 

200.15㎡ 

平成30年

10月18日 

第1434号 

（平成30年10月18日掲示済） 

 

 

道路位置指定公告  

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定による道路として、次のとおりその位置を指

定した。 

なお、関係書類は、大津市役所未来まちづくり部建築指導課に備え、関係人の縦覧に供する。 

平成30年10月22日 

大津市長  越    直  美 

地 名 ・ 地 番 申請人の住所・氏名 
延 長 

(メートル) 

幅 員 

(メートル) 
本数 
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教 育 委 員 会 規 則 

     
大津市一里山四丁目字一ツ松2258

番19 

大津市一里山四丁目12番17号 

株式会社阪口  

代表取締役 阪口 義人 

46.31 5.00～6.00 １ 

（平成30年10月22日掲示済） 

 

 

 

大津市教育委員会会議規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成30年11月１日 

   大津市教育委員会 

                         教育長  舩  見    順 

大津市教育委員会規則第16号 

   大津市教育委員会会議規則の一部を改正する規則 

 大津市教育委員会会議規則（平成６年教育委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「昭和31年法律第162号」の次に「。以下「法」という。」を加える。 

第２条第２項から第４項までを次のように改める。 

２ 定例会は、毎月１回、定例的に招集する会議とする。 

３ 臨時会は、教育長が必要と認めた場合又は法第14条第２項に定めるところにより会議の招集を請求された場

合に招集する会議とする。 

４ 定例会及び臨時会の会期は、１日とする。ただし、委員会は、議決によりこれを延長することができる。 

第３条第１項中「付すべき」を「付議すべき」に改める。 

第18条を第19条とし、第17条を第18条とし、第16条を第17条とし、第15条の次に次の１条を加える。 

（会議を非公開とすることができる事件） 

第16条 法第14条第７項ただし書に定めるところにより会議を公開しないことができる事件は、次に掲げるもの

とする。 

⑴ 人事に関する事件 

⑵ 訴訟及び審査請求に関する事件 

⑶ 会議を公開することにより個人の権利利益が害されるおそれのある事件 

⑷ 教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の申出に関する事件 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は適正な実施に支障を来すおそ

れのある事件 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

大津市企業局告示第13号 

昭和53年企業局告示第１号（大津市企業局の業務に係る公金の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定

について）の一部を次のように改正し、平成30年11月12日から適用する。 

平成30年11月１日  

大津市公営企業管理者 山  極  正  勝 

第３号中「株式会社商工組合中央金庫」を
「株式会社商工組合中央金庫 

滋賀中央信用金庫    」 
に改める。 

 

平成29年９月15日付け号外第48号 

頁 箇所 誤 正 

１ 24行目 大津市新規採用保育士等給付金支給事業

費補助金 

新規採用保育士等給付金支給事業費補

助金 

 

企 業 局 告 示 

正 誤 


